
資料３

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 環境政策課

市民団体・事業者・教育機関等の各主体の活
動機会を提供するとともに、エネルギー・ご
み・水・緑などの異なる分野をテーマとする
団体等がコミュニケーションを図れる場の提
供を行う。
機会の提供にあたっては、市報やホームペー
ジ・メールマガジン等を活用し、幅広い層へ
の広報を行う。

環境啓発イベントにおいて参
加・出席団体が相互にコミュ
ニケーションを図れる場を提
供しながら、各主体の活動の
活性化や団体間交流の促進を
図る。

むさしの環境フェスタやその他の啓発イベ
ントにおいて、多様な主体の参加を促進す
るとともに、出展の機会を提供する。あわ
せて団体間交流の場を提供する。

環境フェス
タの実施

実施

むさしの環境フェスタは、平成29年４月に稼働した
新クリーンセンター敷地内のコミュニティスペース
に会場を変更して実施した。例年通り市民団体・事
業者・教育機関・行政がブース出展し、来場者への
啓発を行った。また周年行事にあたり。ＰＲにもつ
なげるため、参加団体の活動の歩みを紹介する「歴
シート」を作成した。
７月の打ち水事業では、市内女子サッカーチーム
（フィオーレ武蔵野）と連携し、コピス前で実施し
た。チームに所属する中高生が、啓発事業へ参加す
る機会の提供につながった。

環境フェスタでは、団体間の交流につながる
機会を増やすように工夫する。

② 環境政策課

様々な環境の切り口で実施される環境関連イ
ベント（市主催・共催・後援）について、
メールマガジンを活用し、環境に関する総合
的な情報提供を実施する。

市民や市民団体等に対して、
環境保全活動や様々な環境要
素に関する情報提供を行うこ
とで、市民等のより一層の
「気づき」や「環境配慮行
動」の促進を図る。

メールマガジンにより効果的な情報発信の
手法を検討する。

月2回の配
信

実施
本メールマガジンについては、平成27年度を以って
休止した。引き続きより効果的な情報発信の手法に
ついて検討を行う。

発信する情報の精査を目的として、ホーム
ページの掲載内容の修正を行う。
効果的な情報発信の手法は、引き続き検討し
ていく。

③ 活動支援係

広く市民を対象とする市の事業と、草の根的
な活動を事業として行う市民団体との役割分
担をしながら、市民の興味・関心に応じた対
応や参加が可能な事業を展開する。

市民団体・市がごみに関する
情報を共有し、連携を推進す
ることで、柔軟かつ効果的な
施策を実施する。

ごみ減量啓発やマイバックキャンペーンな
どを実施する。 実施 実施

レジ袋削減、マイバッグ持参の意義を周知するため
の事業の名称を、平成27年度より「環境にやさしい
マイバックキャンペーン」に変更し、平成29年度も
10月１日から10月31日まで実施した。市内路線バ
ス・公共施設にポスターを掲示、武蔵境駅ロータ
リーに横断幕を設置、市内商店街の協力によりフ
ラッグを掲示したほか、市内4カ所のスーパーで啓発
物品の配布等のイベントを開催。また、市内約60店
舗のコンビニのレジ台にオリジナルのスタンドポッ
プを掲出した。店頭イベントには延1,083名が参加し
た。

ごみ減量啓発やマイバックキャンペーンなど
を実施。

④ 活動支援係

全市的な規模で組織された環境市民団体「ク
リーンむさしのを推進する会」に補助金を交
付し、地域におけるごみ減量・資源化への協
力や、リサイクル活動、集会の開催などを市
と連携しながら実施する。

市民団体の特性を生かした市
との協働事業実施と事業への
参加を通じた周知・連携によ
り、市民団体の活性化・育成
を促す。

桜まつり・青空市でのごみの排出指導、転
入者向けごみ分別案内所の設置、武蔵野ご
みニュースの配布、お茶わんリサイクル、
連続環境講座を市民協働事業としてクリー
ンむさしのを推進する会に委託実施。ま
た、レジ袋削減キャンペーンへの参加や、
武蔵野環境フェスタ等イベントへの参加・
交流を行うとともに、事業協働の一層の推
進を行う。

実施 実施

桜まつり・青空市でのごみの排出指導、転入者向け
ごみ分別案内所の設置、武蔵野ごみニュースの配
布、お茶わんリユース、連続環境講座を市民協働事
業としてクリーンむさしのに委託を実施した。ま
た、レジ袋削減キャンペーンへの参加や、武蔵野環
境フェスタ等イベントへの参加・交流を行うととも
に、事業協働の一層の推進を行った。

従前より行ってきた事業を引き続き推進して
いく。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量企画係
ごみの発生を抑制するために市民・事業者の
それぞれが、自らの排出者責任を意識し、行
動するような啓発活動を行う。

市民・事業者それぞれがごみ
の排出責任を持ち、行動する
ことで、ごみの減量を推進す
る。

市民・事業者のそれぞれがごみや資源物を
減らす取り組みを行うように啓発活動を行
う。

実施 実施

ホームページや市報への情報掲載の他、啓発情報誌
「ごみニュース」を年2回全戸配布した。また、新た
な情報ツールとして「ごみアプリ」の開発を産官学
の協働で行い、28年3月から運用を開始している。

市民・事業者のそれぞれがごみや資源物を減
らす取り組みを行うように啓発活動を行う。

②

活動：活動
支援係/
見直し：減
量企画係

紙パック・ペットボトル・トレイ・缶等の店
頭回収を利用するよう市報等広報物で呼びか
けるとともに、発生抑制に努めるようレジ袋
削減協定締結店や協力店に要請を行う。

市民・事業者それぞれがごみ
の排出責任を持ち、行動する
ことで、ごみの減量を推進す
る。

紙パック・ペットボトル・トレイ・缶等の
店頭回収を利用するよう市報等広報物で呼
びかける。小売店が店頭回収をしやすい仕
組み作りを研究する。

実施 実施

「ごみ便利帳」で「食品トレイやペットボトルは店
頭回収へ」という案内を行った。また、昨年度「ご
み収集の在り方等検討委員会」の報告書がまとめら
れたが、同委員会では引き続き店頭回収への評価方
法についての議論が行われている。

紙パック・ペットボトル・トレイ・缶等の店
頭回収を利用するよう市報等広報物で呼びか
ける。引き続き、市民協働の排出指導方法を
検討する中で、小売店が店頭回収をしやすい
仕組み作りを研究する。

各主体に対してごみや資源物を
減らす自主的な取り組みの啓
発・推進

不要となった紙製容器包装・
ペットボトル・トレイ・缶等の
店頭回収を極力行うことと、発
生抑制に努めるよう、販売店へ
の誘導

（１）排出者責任の明確化（ごみ発生量の減量の徹底）

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

平成30年度の予定

環境啓発イベント等への参加・
出展による団体間交流の場の提
供

環境部メールマガジン等による
情報提供

市民団体・事業者団体等及び市
と連携したキャンペーンの実施

クリーンむさしのを推進する会
をはじめとする市民団体との連
携

基本施策 ２．ごみ・資源物の発生抑制・排出抑制

平成29年度　一般廃棄物処理基本計画　事業取組

基本施策 １．連携の推進

（１）市民団体の活動支援とコミュニティ・ネットワークの整備・拡充　

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況



③ 減量企画係

市民・事業者のごみや資源物を減らす自主的
な取り組みが行われるよう広く呼びかけを行
うとともに必要となる支援や仕組みづくりに
ついて研究する。

市民・事業者それぞれがごみ
の排出責任を持ち、行動する
ことで、ごみの減量を推進す
る。

紙パック・ペットボトル・トレイ・缶等の
店頭回収を利用するよう市報等広報物で呼
びかける。小売店が店頭回収をしやすい仕
組み作りを研究する。（再掲、上記②と同
様）

研究 研究 上記②と同様
引き続き、市民や事業者がごみを減らす支援
や仕組みづくりについての研究。

④ 減量企画係
容器リサイクル法における事業者と市町村の
役割分担・費用負担のあり方を見直し、国等
へ法制度の見直しを働きかける。

容器リサイクル法における事
業者と市町村の役割分担・費
用負担の適正化。

都予算編成要望等、機会を利用し国・都へ
の働きかけを行う。

要望 要望
都予算編成要望等において、容器リサイクル法にお
ける事業者と市町村の役割分担・費用負担のあり方
の見直しと、国へ法制度の見直しを働きかけた。

国等へ法制度の見直しを働きかける。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量企画係
収集頻度・分別区分等、総合的に勘案し、収
集頻度の見直しに向けた検討を行う。

排出者責任に基づき、一人一
人がごみの減量や分別につい
て意識することで、ごみの排
出抑制と資源ごみの分別を促
進する。

資源物の収集頻度の見直しに向けた検討を
行う。

検討 検討
平成29年3月にまとめられた「ごみ収集の在り方等検
討委員会報告書」に基づき、ごみ収集体制の具体的
な見直し案について検討を行った。

見直し内容を具体化するため、中間とりまと
め及び最終報告書をまとめ、早期の見直しの
実現を図る。

② 減量企画係

ごみ分別の徹底についての市民への啓発を実
施する。
ホームページの作成、ごみ便利帳ＥＣＯブッ
ク、ごみ資源収集日一覧表、武蔵野ごみ
ニュースなどの作成、配布。ごみ分別案内所
の開設、イベントでのごみ分別指導、施設見
学等イベント開催及びごみ減量出前講座を行
う。

最終処分場の延命のため、市
民一人一日当たりのごみ排出
抑制と、ごみとして排出され
る資源物の資源化の徹底。

ホームページへの情報掲載、啓発用冊子の
作成、配布。分別指導、施設見学等イベン
ト開催や出前講座の継続。ごみ分別アプリ
の実施に向け、関係機関との連携を図る。

実施 実施
ホームページや市報への情報掲載の他、啓発情報誌
「ごみニュース」を年2回全戸配布した。

ホームページへの情報掲載、啓発用冊子の作
成、配布。分別指導、施設見学等イベント開
催や出前講座の継続。

③ 減量企画係
現在、月２回実施している不燃ごみの収集頻
度について検討する。

ごみ処理コストと環境負荷の
低減のため。

不燃ごみの収集頻度の見直しについて検討
を行う。

検討 検討

平成29年3月にまとめられた「ごみ収集の在り方等検
討委員会報告書」に基づき、ごみ収集体制の具体的
な見直し案について検討を行った。現在の月２回か
ら、他の資源物収集隔週化に合わせ、隔週化とする
運びとなった。

見直し内容を具体化するため、中間とりまと
め及び最終報告書をまとめ、早期の見直しの
実現を図る。

④ 減量企画係
燃やすごみと不燃ごみは有料化の対象にして
いるが、現在無料で回収している資源物につ
いても有料化を検討する。

有料化による経済的インセン
ティブの導入により資源物を
含めたごみ排出総量の抑制を
図る。

資源物収集の有料化について検討する。 検討 検討終了

平成28年１月に設置された「ごみ収集の在り方等検
討委員会」において、その他プラスチック容器包装
の有料化の可能性について検討し、必ずしも有効な
施策であつとは結論付けられなかった。このことに
ついて報告書の形にまとめ、市長への答申を行っ
た。

⑤ 減量企画係

環境負荷及びごみ排出量やごみ処理コスト等
について多摩地域の各市町村との比較状況等
も含めて公表することにより、ごみ減量への
動機づけになるような啓発活動を実施する。

ごみの発生抑制・排出抑制の
動機付けを図る。

ごみ処理経費や処理に係る環境負荷等の必
要な情報を、武蔵野ごみニュース、市報、
ホームページ等により分かりやすく提供す
るとともに、環境講座や出前授業、各種イ
ベント時での啓発活動を行う。

実施 実施

ホームページや市報への情報掲載の他、啓発情報誌
「ごみニュース」の発行、「環境にやさしいマイ
バックキャンペーン」、「３Ｒ環境講座」等の事業
の実施を行った。

ごみ処理経費や処理に係る環境負荷等の必要
な情報を、武蔵野ごみニュース、市報、ホー
ムページ等により分かりやすく提供するとと
もに、環境講座や出前授業、各種イベント時
での啓発活動を行う。

⑥ 管理係
委託した緊急対応センターが現場に急行し
て、状況調査と現状把握を行い、必要に応じ
て指導等を行う。

ごみ排出ルールの徹底を図る
とともに市民へ迅速な対応を
行う。

・迅速な対応と丁寧な説明
・不法投棄等への更なる指導と追跡調査の
  徹底

実施 実施

緊急対応センターが現場で調査のうえ直接あるい
は、管理会社に連絡を取り対応の説明を行ってい
る。ごみの中から投棄者が特定した場合は早急に連
絡を取り、本人を呼んでごみを返却のうえ適正処理
を求めている。

・適切な業務実施と体制の強化
・市内全域へのパトロール強化

（２）ごみと資源物の取り扱いの適正化

不適正処理や不法投棄につい
て、調査・把握と、必要に応じ
た防止の指導・徹底

平成30年度の予定

収集頻度の見直しの検討

分別徹底の普及啓発

不燃ごみの収集頻度の見直しの
検討
【①と統合】

資源物の有料化の検討

環境負荷及びコストの両面か
ら、ごみ減量への動機付けとな
る啓発事業を実施

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

ごみや資源物を減らす、各主体
の自主的な取り組みを推進する
ための支援や仕組みについての
研究

都及び多摩地域の自治体と連携
協力した、事業者と市町村の役
割分担・費用負担のあり方につ
いての国等への働きかけ



⑦ 減量企画係
資源物の有料化等、ごみ排出総量の削減に資
する経済的インセンティブのあり方について
検討する。

ごみ・資源物排出量のさらな
る減量を図る。

ごみ・資源物排出の減量に有効な経済的イ
ンセンティブ制度のあり方について検討す
る。

検討 検討
平成29年3月にまとめられた「ごみ収集の在り方等検
討委員会報告書」に基づき、ごみ収集体制の具体的
な見直し案について検討を行った。

店頭回収における事業者のインセンティブと
して、イニシャルコスト助成について、検討
を続ける。

⑧ 減量企画係
年度ごとのごみ排出量について、統計的に把
握することにより有料化による減量効果の達
成状況の定期的な点検・評価を行う。

有料化による減量効果の把握
と評価を行い、ごみ収集時の
経済的インセンティブ導入等
の制度設計についての参考と
する。

ごみの排出・収集・処理に関する各種統計
を有機的に結び付けることによる減量効果
の点検・評価の実施。

実施 実施 事業概要において点検評価を実施した。 事業概要において点検評価を実施する。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量指導係

市は法令で定める廃棄物保管場所立入検査等
の指導監督の主体であると同時に、条例で定
める43箇所の多量排出事業者に該当し、一般
廃棄物処理実施計画に於いても「市自らが市
内事業者の規範となること」が明記されてい
る。平成25年から開始された市本庁舎立入検
査の実施による高水準のごみ分別・減量資源
化を維持・継続する。

市がごみの分別・減量資源化
の徹底や発生抑制等をより一
層取り組むことにより、市内
事業者に模範として示し、取
り組みを促進する。

・立入検査に於けるEcoパートナー認定事業
  者の規範となる評価の維持継続
・本庁舎以外の市関連施設に於いても、市
  内事業者の規範となる取り組みの実施
・平成29年2月にISO14001の認証を返上し、
同年4月からこれまでのノウハウを生かした
市独自の環境マネジメントシステムの運用
を開始した。

Ecoパート
ナー認定事
業者の規範
となる評価

Ecoパート
ナー認定事
業者の評価
に適合

・立入検査に於けるEcoパートナー認定事業者の規範
となる評価の認定
・本庁舎以外の市関連施設（市立小中学校）の分別
の適正化を実施

・立入検査に於けるEcoパートナー認定事業者
の規範となる評価の維持継続
・本庁舎以外の市関連施設に於いても、市内
事業者の規範となる取り組みの実施

②
クリーンセ
ンター

新施設で生み出すエネルギー（電気・蒸気）
の需要と供給のバランスが最適となるよう、
新クリーンセンター最適焼却運転計画立案と
受け側の公共施設の省エネ等の取り組みを推
進していく。

エネルギー（電気・蒸気）の
需要と供給のバランスを最適
化により、エネルギーの有効
かつ効率的な活用を図る。

クリーンセンターの稼働に伴い、近隣公共
施設に電力を供給しているが、更なる地域
エネルギーの最適化を図る。

実施 実施
CEMS（地域エネルギーマネジメントシステム）導入
のための予算を確保した。併せて、クリーンセン
ターの電気受給契約の内容変更の検討を開始した。

本年８月を目処に電気受給契約の変更を行
う。年度内にCEMSを導入する。

施策

計画 目標値 結果 取組状況 平成30年度の予定

① 減量指導係

事業活動に伴い多量の廃棄物を排出する事業
者（月間10㌧以上 43箇所)に対し、法令で定
める廃棄物管理責任者の選任及び再利用計画
書の提出を求め、当該計画書の実施状況の確
認及び事業系持込ごみの減量・再利用を推進
するため、年間100回程度の立入検査を実施
し、それに基づいた指導啓発を行う。

本市の事業系持込み量（平成
28年度排出原単位）は、多摩
地区全体値を2.8%上回ってお
るため、減量・再利用を推進
する。

高水準の分別・減量資源化を求める立入検
査の維持継続。

事業系持込
量H25年度
比6.8%削減

事業系持込
量H25年度
比16.5%削

減

高水準の分別・減量資源化を求める立入検査の維持
継続。

高水準の分別・減量資源化を求める立入検査
の維持継続。

② 減量指導係

立入検査の指導項目を、Ecoパートナー認定
表彰基準項目と整合した「①発生抑制 ②分
別の徹底と適正処理 ③資源化への取組み ④
環境への行動」の４点に再編成し、立入検査
のグレードアップを図る。

　Ecoパートナー認定表彰基準
と整合させた立入検査評価項
目を活用し、さらなる減量資
源化への誘導を行う。

立入検査等に於いて、高水準の分別・減量
資源化の他、事業者に発生抑制に重点を置
いた指導啓発を行う。

事業系持込
量H25年度
比6.8%削減

事業系持込
量H25年度
比16.5%削

減

立入検査等に於いて、高水準の分別・減量資源化の
他、事業者に発生抑制に重点を置いた指導啓発を
行った。

立入検査等に於いて、高水準の分別・減量資
源化の他、事業者に発生抑制に重点を置いた
指導啓発を行う。

③
減量企画係
/減量指導
係

多量排出事業者の立入検査等において、指導
項目「発生抑制」に基づき、製造・流通事業
者の自主回収、商品販売時の簡易包装化及び
賞味期限切れ廃棄物の発生抑制等の指導啓発
を行う。

拡大生産者責任の徹底
立入検査等に於いて、高水準の分別・減量
資源化の他、事業者の発生抑制に重点を置
いた指導啓発を行う。

指導啓発の
実施

指導啓発の
実施

立入検査等に於いて、高水準の分別・減量資源化の
他、事業者の発生抑制に重点を置いた指導啓発を
行った。

立入検査等に於いて、高水準の分別・減量資
源化の他、事業者の発生抑制に重点を置いた
指導啓発を行う。

多量排出事業所への指導の継続

事業所への指導項目を、ごみ減
量資源化推進事業者（Ecoパート
ナー）認定表彰事業の項目と整
合させることでの指導の充実・
強化と企業の環境行動への誘導

製造・流通事業者を含めた事業
者によるプラスティック及び紙
製容器包装等の自主回収及び廃
棄物の発生抑制の促進のため
の、市による働きかけ

エコパートナー認定事業者の優
良事業者と同等レベルの取り組
みの維持

新クリーンセンター稼働後は、
新クリーンセンターをエネル
ギー供給センターと位置付け、
近隣公共施設へエネルギーを供
給するとともに、受け側の公共
施設（市役所本庁舎・総合体育
館）においても省エネ等の取り
組みを推進

（４）事業系一般廃棄物減量資源化の取り組み

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

ごみ・資源物の減量につながる
経済的インセンティブの導入に
ついての検討

有料化による減量効果の達成状
況の定期的な点検・評価を実施

（３）事業者としての市の率先的取り組み

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定



施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
減量企画係
/減量指導
係

次世代を担う子供たちが、ごみの回収から処
理、処分、リサイクルまでの過程を体験ある
いは実地に見学するプログラムにより、ごみ
と環境について学ぶ機会を提供する。

子供たちがごみの減量・ごみ
と環境との関わり・自然環境
保全に対する認識を深める。

●平成29年８月23日に実施
・ごみ収集体験
・加藤商事リサイクルプラント見学
・風の子太陽の子広場で自然観察体験
・二つ塚最終処分場見学

実施 実施
●平成29年８月23日に実施
参加人員：58名（児童37名　保護者21名）

●８月22日に実施
・新クリーンセンター見学
・風の子太陽の子広場で自然観察体験
・二ツ塚処分場見学
・谷戸沢処分場跡見学

②
減量企画係
/減量指導
係

一般市民（大人）を対象に、ごみ処理関連施
設のバス見学会を実施する。

一般市民（大人）に、ごみの
減量・分別を啓発する。

参加者が減少しており、受け皿となる同種
の事業が行なわれているため、平成29年度
より当該事業を廃止する。

廃止 廃止

平成29年度より当該事業を廃止し、同種事業（循環
組合主催の見学会等）を広くPRするとともに、青少
協、学校、その他の団体等による研修メニューとし
て提示し、啓発を効果的に進め、より多くの人が
「ごみの行方」を知るように積極的な周知に努めて
いる。

同種事業（循環組合主催の見学会等）を広く
PRするとともに、青少協、学校、その他の団
体等による研修メニューとして提示し、啓発
を効果的に進め、より多くの人が「ごみの行
方」を知るように積極的な周知に努める。

③
減量企画係
/活動支援

係

平成26年度にクリーンセンターとごみ減量・
資源化推進プロジェクトチーム　啓発事業部
会を設置し、環境講座を実施している。

ごみの発生抑制・排出抑制の
促進や新処理施設の啓発のた
め。

ターゲットを意識し、それぞれの主体の
日々の取り組みのきっかけとなる講座を継
続して実施する。

実施 実施

３Ｒ環境講座：体験を通じて３Ｒや食品ロスについ
て楽しみながら学ぶことのできる講座として開催。
①「生ごみたい肥で野菜を作り、ごみを減らそう」
　　（全6回連続講座）
②「美味しく楽しく学ぶ！不要な食材の活用術」
③「残さず丸ごといただこう！食材の賢い活用法」

ターゲットを意識し、それぞれの主体の日々
の取り組みのきっかけとなる講座を継続して
行う。

④
減量企画係
/活動支援
係

出前講座や啓発資料、イベント等を利用しな
がら、市民にごみの分別・減量に関して協力
を求める。

市民一人一人に、武蔵野市の
ごみの特徴、排出抑制・分
別、資源化について理解を求
める。

・桜まつり、青空市でのごみの排出指導
・転入者向けごみ分別案内所の設置
・武蔵野ごみニュースの配布
・地域集会、集団回収団体の会合、自治会
　等の集まりでの出前講座
・イベントごみ用品の貸出し時に、ごみの
　排出抑制・資源化・分別方法を説明など

実施 実施

・桜まつり、青空市でのごみの排出指導を行った。
・転入者向けにごみ分別案内所を設置した。
・武蔵野ごみニュースを配布した。
・地域集会などの出前講座を行った。
・イベントごみ用品の貸出し時に、ごみの排出抑
制・資源化・分別方法を指導した。

引き続き、市民協働の排出指導方法を検討
し、実施していく。

⑤ 環境政策課

市民団体や事業者、教育機関が出展者とな
り、各主体の活動内容やその他環境に関する
展示、体験教室等などを行うことで、幅広い
層に向けた環境啓発イベントを開催する。
開催にあたっては、環境部５課の職員による
ワーキング形式により事務局運営し、参加団
体全てを交えた出展者全体会議により意思決
定を行う形式をとる。

市民団体・事業者・教育機
関・行政の環境に関する取り
組みを市民に広く啓発するこ
とにより、市民一人ひとりの
環境配慮行動を推進する一助
とする。
また、活動の場を提供するこ
とで各主体の活動の活性化や
団体間の交流促進を図る。

広く環境情報を発信する環境啓発の場、各
主体の活動機会、交流の場としての機能も
継続する。また、出展者全体会議で開催方
針についての検討を行う。

環境フェス
タの実施

実施

平成29年４月に稼働した新クリーンセンター敷地内
のコミュニティスペースに会場を変更、青空市と同
日開催で実施した。市民団体・事業者・行政等24の
団体が出展し、環境に関する展示やクイズ・ワーク
ショップ等による環境啓発を行った。当日は約3,000
人が来場した。なお、周年行事に当たり、「エコ
クッキングコンテスト」、「ＢＤＦバスによるク
リーンセンター見学ツアー」等を実施した。

クリーンセンターでの実施２年目にあたり、
前年度の改善点を踏まえた運営につとめる。

⑥

活動：活動
支援係/
見直し：減
量企画係

レジ袋削減キャンペーンの他、包装の簡素
化、マイバッグ持参活動など資源の有効活用
を市報・市ホームページなどで広報する。

包装の簡易化やマイバッグ活
動により資源の有効活用、環
境への影響の理解を求める。

市報、ホームページ、ごみニュース、出前
講座などで広報・啓発を行う。

実施 実施

ホームページや市報への情報掲載の他、啓発情報誌
「ごみニュース」を年2回全戸配布した。また、新た
な情報ツールとして平成28年3月から「ごみアプリ」
の運用をしている。

市報、ホームページ、ごみニュース、出前講
座などで広報・啓発を行う。

⑦

活動：活動
支援係/
見直し：減
量企画係

ごみとして捨てがちなレジ袋を削減するため
に、毎年10月にレジ袋削減・マイバッグ持参
の意義を全市的に周知。携帯マイバッグの配
布や、マイバッグづくり等をスーパーやコン
ビニと連携して行っている。

レジ袋削減キャンペーンを通
じて、使い捨てのライフスタ
イルを見直し、ごみの減量を
図る。

レジ袋削減は事業者・市民に一定レベルで
はすでに浸透しており、27年度の事業見直
しを受け、今後のキャンペーンのあり方を
検討し、実施する。

キャンペー
ン内容の見
直しを行う

キャンペー
ンを実施

レジ袋削減、マイバッグ持参の意義を周知するため
の事業を平成27年度より「環境にやさしいマイバッ
クキャンペーン」に名称を変更して実施している。
これまでは全店舗のスーパーでキャンペーンを実施
してきたが、平成28年度から4店舗に限定して実施
し、食品ロスに関する情報を掲載した啓発品を配布
することでごみ減量への啓発を行った。

キャンペーンについては昨年度と同様な取り
組みを行うが、協定の内容については見直し
を行う。

（むさしの）環境フェスタ

包装の簡易化やマイバッグ活動
の意義・取り組みを、市民・事
業者に啓発

レジ袋削減プチエコキャンペー
ン

平成30年度の予定

夏休みごみ探検隊

ごみの行方を知るツアー

３Ｒ環境講座

市民協働による排出指導の推進

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

基本施策 ３．普及啓発の充実・拡充

（１）わかりやすい啓発活動



⑧ 環境政策課

環境啓発の一環として、一般財団法人武蔵野
市開発公社と連携し、市民団体や企業が実施
するマイボトル・マイカップの取り組みにつ
いて、側面支援を行う。

市民団体や企業が実施するマ
イボトル・マイカップの取り
組みの側面的な支援を行うこ
とにより、市民等へわかりや
すい啓発を行う。

後援名義の使用の承認等により、市民団体
等が実施するマイボトル・マイカップキャ
ンペーンの側面支援を実施する。

実施 実施
マイボトル・マイカップキャンペーン武蔵野市民の
会や環境省が実施するマイボトル・マイカップキャ
ンペーンを後援した。

平成29年度同様に、継続的な支援を行う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量企画係

ごみの分別収集徹底を推進するため、市報へ
の分別方法の記事の掲載やホームページの地
域ごとの収集日や50音順の分別表の掲載等を
行っているが、よりわかりやすい内容となる
よう検討する。

ごみ・環境に関する広報・啓
発のため、市民・事業者に理
解しやすい市報記事やホーム
ページの作成。

ホームページは、アクセス件数が多いもの
の、階層が深い等の理由でいま一つわかり
にくいとの声もあり、わかりやすく見やす
いホームページ作りを行う。

実施 実施
よりわかりやすくなるように、ホームページの記載
内容の整理を行った。

ホームページアンケートの結果等を踏まえ
て、随時更新・見直しを行っていく。

② 減量企画係

平成25年４月ごろからアプリの検討を開始
し、アプリの開発会社（2社ほど）お話を
伺ったり、アプリ導入されれている市町村
（１市）の視察を行った。平成25年７月ごろ
に本格的に導入を検討。本市独自のアプリ開
発のため、民・官・学・商により開発を行
う。

今までの情報発信は、紙媒体
などで一世帯に一枚の情報だ
が、アプリでは一人ひとり
（特に市外からの学生・社会
人）に情報発信ができごみ分
別・減量を図る。

β版（正式版をリリースする前にユーザー
に試用してもらうためのサンプル）の開発
と運用開始。

実施 実施
28年３月13日に運用を開始したものについて、適宜
内容の見直しを行った。

運用を継続する中で問題点があれば修正して
いく。

③ 減量企画係
ごみの現状、ごみに関するトピックス等を盛
り込んだ情報誌を発行し、年２回全戸配布を
する。

現在のごみの現状を把握し一
人ひとりが意識を持ってごみ
減量を図る。

９月、３月に発行し、全戸配布する。 実施
（年2回）

実施 29年10月にvol.19、30年３月にvol.20を発行した。 年２回ごみニュースを発行する。

④ 減量企画係
ごみの分別徹底や出し方、収集日（地区ご
と）リユースなど、情報を見直し、わかりや
すく作成する。

市民・転入者や学生など、正
しい分別やリユースを徹底し
ごみ減量を図る。

毎年度ごと更新をし、年ごとの新しいごみ
の品目を加えて継続的に発行する。

実施 実施
毎年度ごと更新をし、年ごとの新しいごみの品目を
加えて発行した。

ごみの収集方法に合わせて、内容の修正を行
う。

⑤ 減量企画係
ごみ処理にかかる費用や環境負荷について、
わかりやすく周知を行う。

ごみ処理コストや環境負荷の
現状について市民の理解を通
じてごみ減量を図る。

市報、市ホームページ、ごみニュースなど
にわかりやすく掲載する。

実施 実施
収集品目ごとのごみ処理コストについて、「平成28
年度事業概要」に掲載した。

引き続き、市報、市ホームページ、ごみ
ニュースなどにわかりやすく掲載する。

⑥ 減量企画係
資源物を含めたごみの行方や最終処分場の現
状の周知を行う。

ごみの行方や最終処分場の現
状を知ってもらいごみ減量を
図る。

市報、市ホームページ、ごみニュースなど
にわかりやすく掲載する。

実施 実施
市報、市ホームページ、ごみニュースなどでの広報
を実施した。

引き続き、市報、市ホームページ、ごみ
ニュースなどにわかりやすく掲載する。

⑦ 減量企画係 食品ロスに対する周知啓発を行う
エコスタイルとして家庭でも
できることでごみ減量を図
る。

３Ｒ環境講座やイベント等において、周知
啓発を行う

検討 実施

全国食べきり運動ネットワークに加入し、先進的な
事業を参考に検討を行った。29年９月及び30年３月
に食材を無駄なく使うことを啓発するための料理講
座を開催した。また、環境フェスタやごちそうフェ
スタ等においてパネル展示を行った。

市民への啓発や市内事業者と連携した事業展
開を検討する。

ごみの行方、最終処分の広報

食品ロス

平成30年度の予定

市報、市ホームページの内容の
検討

ごみ総合アプリの開発・運用

ごみニュース

ごみ便利帳の内容の充実

ごみ処理コストや環境負荷の周
知

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

マイボトル・マイカップキャン
ペーン

（２）情報提供の推進



施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量企画係
平成23年度「ごみトコトン減らし読本」を作
成。市主催事業に参加した子どもに適宜、配
布している。

子どもたちが、自分たちの暮
らしと環境にどのような関わ
りがあるのかを知ること。ま
たごみ問題を自分の問題とし
て考えるきっかけとし、環境
に配慮した生活を行うように
なること。

社会状況の変化に合わせて改訂を行う。ま
た、副読本を利用した環境教育の検討を行
う。

内容の検討 内容の検討 29年度においては、改定は行わなかった。 改訂の予定なし。

②
減量企画係
/活動支援

係

各団体主催のごみ学習会で、武蔵野市のごみ
の特徴、排出抑制・分別方法、資源化の方
法、ごみの行方等について出前講座を実施す
る。

市民一人一人に、武蔵野市の
ごみの特徴、排出抑制・分
別、資源化について理解を求
める。

地域集会、集団回収団体の会合、自治会等
の集まりや、イベントごみ用品の貸出しの
機会を使い、ごみの排出抑制・資源化・分
別方法を説明し理解を求める。

12回 11回

市のごみの現状や課題についての講座を、クリーン
むさしのを推進する会の地域集会等で実施した。そ
の他、ごみの分別についての啓発を、クイズ形式を
用いながら武蔵野大学等で実施した。

従来に加えて学校教育における環境学習のメ
ニューの検討を行う。

③
クリーンセ
ンター

小学校4年生のクリーンセンター見学時に新
クリーンセンター建設の話やごみの行方等を
説明する。

小学生の環境学習の一環とし
て小学生から環境の大切さ、
ごみの処理の流れの理解を深
める。

小学校4年生のクリーンセンター見学時にご
みの行方の話等を行う。

説明の実施 実施

市内公立10校（第ー、第二、第三、第四、第五、大
野田、本宿、千川、井之頭、関前南）の小学校4年生
のクリーンセンター見学時にクリーンセンターの役
割やごみの行方の話、ごみ減量標語の募集と優秀作
品の周知を行った。

小学校4年生のクリーンセンター見学時にごみ
の行方等について説明を行う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量指導係

ごみの分別・減量及び生ごみ・雑紙の全量資
源化を実施してきた優良な事業者を表彰する
ことにより、その功績を認定する制度であ
り、市報などにおいて公募し申請のあった事
業者に対して立入検査、確認調査、審査（公
平性を期するため、商店会連合会役員等を含
めた第三者委員会を設置）をおこない認定表
彰事業者を決定する。

事業者の環境活動に対する意
識を高めるとともに、ごみの
減量資源化・発生抑制を更に
促進させる。

・立入検査等に於いて、認定表彰を更なる
  事業者のごみの減量資源化・発生抑制
  の動機付けとなるよう啓発を行う。
・商店会連合会役員等を含めた第三者委
  員会（Ecoパートナー認定表彰委員会）を
  開催し、認定表彰事業者を決定する。

現行の認定
表彰事業者
の水準の維
持

現行の認定
表彰事業者
の水準の維
持

・立入検査等に於いて、認定表彰を更なる事業者の
ごみの減量資源化・発生抑制の動機付けとなるよう
啓発を行った。
・商店会連合会役員等を含めた第三者委員会（Eco
パートナー認定表彰委員会）を開催し、28認定表彰
事業者を決定。

・立入検査等に於いて、認定表彰を更なる事
業者のごみの減量資源化・発生抑制の動機付
けとなるよう啓発を行う。
・商店会連合会役員等を含めた第三者委員会
（Ecoパートナー認定表彰委員会）を開催し、
認定表彰事業者を決定する。

② 減量指導係

平成25年度の持込み手数料値上げにより、事
業者の高コスト負担による減量資源化に報い
る当該事業の意義が失われ、また、表彰対象
が食品関連事業者を中心とした多量排出事業
者に限定されたため、表彰基準の見直しを行
い、事業系ごみの減量及び資源化を動機付け
る制度として、すべての事業者を対象とした
新たな形で継続する。

認定表彰基準の見直しによ
り、対象事業者の拡大を図
る。

表彰制度参加事業者の拡大のための周知を
行う。

認定表彰事
業者の拡大

新規申請な
し

許可業者等を通じて、表彰制度参加事業者の拡大の
ための周知を行った。

表彰制度参加事業者の拡大のための周知を行
う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 管理係
平成25年度ごみ処理経費は、①収集②運搬③
中間処理④最終処分等で総額29億3千万の経
費となっている。

・ごみの発生、排出抑制の
　徹底と資源化の推進
・常に見直し経済性の向上

ごみ処理経費の軽減に努めるとともに、経
費とその内訳のわかりやすい内容での周知
を行う。

実施 実施
むさしの市報（特集）・ごみニュース・事業概要・
市勢統計にて周知を行った。

ごみ処理経費の軽減に努めるとともに、経費
とその内訳のわかりやすい内容での周知を行
う

② 管理係

委託業務の範囲は、①苦情対応②不法投棄対
応③ごみ置場申請対応④ミカレット点検⑤動
物死体回収⑥パトロール業務 である。3名の
職員にて緊急対応にあたっている。

・市民からの要望に対し、
　的確に対応する
・市民サービスの向上

適切な業務実施体制の整備をするととも
に、迅速で適切な対応を行う。

実施 実施
トラブル処理に支障をきたす事もなく迅速で適切な
対応を行い順調に機能した。

迅速で適切な対応を行う。

平成30年度の予定

ごみ処理経費の軽減

緊急対応業務等委託化

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

ごみ減量資源化推進事業者（Eco
パートナー）認定表彰事業の推
進（多量及び準多量事業所）

事業所への指導項目をEcoパート
ナー表彰事業の項目と整合さ
せ、併せて当該事業の周知と環
境行動への誘導

基本施策 ４．ごみ処理の効率化・環境負荷の低減

（１）ごみ処理・資源化経費の経済性の向上

副読本をごみや環境問題に関す
る社会情勢の変化に合わせて改
訂（副読本等を利用した環境教
育の実施）

ゲストティーチャー（出前講
座）の実施

小学４年生のクリーンセンター
社会科見学を契機に、次の世代
への環境学習を実施（環境啓発
施設の開設）

（４）優良事業者への表彰制度の推進

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

（３）環境学習

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定



③
クリーンセ
ンター

新施設の運営において、運営事業者との長期
包括委託契約を締結しており、運営事業者及
び市により、施設の効率的な運営を継続す
る。

施設の効率的な運営を継続す
ることで、ごみ処理経費の縮
減を図る。

月１回の維持管理会議や年４回のモニタリ
ング会議で現状を見定めつつ、効率的な運
営を模索する。

実施 実施 維持管理会議12回、モニタリング会議４回
維持管理会議及びモニタリング会議を継続
し、効率的な運営を模索する。

④ 減量企画係
他市等のごみ処理費用を参考とするために、
有効な比較方法について研究する。

ごみ処理経費の削減のため、
他市等のごみ処理費用を参考
とする。

一般廃棄物会計基準等を参考に、より有効
なコスト比較の手段について検討する。

検討 検討
最初の段階として、本市における分別品目別ごみ収
集・処理コストの算定方法について検討を始めた。

引き続き適切な算定方法を検討する。その上
でその算定方法に合致するよう他市の状況に
ついても情報収集を行う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量企画係
現在、週1回実施している資源物の収集につ
いて、品目ごとに収集頻度を見直し、収集コ
ストの削減を図る。

ごみ処理コスト低減の一方策
として資源ごみの収集頻度の
見直しを検討する。

資源ごみの収集頻度について、品目別に検
討する。

検討 検討

平成28年１月に設置された「ごみ収集の在り方等検
討委員会」において、市民、事業者、行政の主体的
な参加による総合的な収集の在り方を検討し、報告
書の形にまとめ、市長への答申を行った。

引き続き、報告書の内容を具体化するため検
討を行う。

② 減量企画係

現在、月２回実施している資源物の収集につ
いて、小型家電品の別収集なども考慮したう
えで収集頻度を見直し、収集コストの削減を
図る。

ごみ処理コスト低減の一方策
として不燃ごみの収集頻度の
見直しを検討する。

不燃ごみの収集頻度について、小型家電リ
サイクル制度の活用も含め検討する。

検討 検討

平成28年１月に設置された「ごみ収集の在り方等検
討委員会」において、市民、事業者、行政の主体的
な参加による総合的な収集の在り方を検討し、報告
書の形にまとめ、市長への答申を行った。

引き続き、報告書の内容を具体化するため検
討を行う。

③ 減量企画係

現在、容器包装プラスチック、空き缶等多量
に排出される資源物は瑞穂町の処理施設にお
いて中間処理を行っているため、コスト削
減・環境負荷の低減をめざし広域連携による
近隣施設での処理を研究・検討する。

資源物の処理に係るコストの
削減と環境負荷の低減のた
め、広域処理による資源物処
理の可能性について検討す
る。

資源物処理施設の広域連携の可能性につい
て検討する。

検討 検討
資源物処理施設の広域連携の可能性について研究を
継続する。

広域連携については、一自治体のみでは成し
得ない事業であるので、他自治体の情報収集
等にも努め、引き続き検討する。

④ 管理係

・現場にて実物等と確認しながら、適切な対
応を行う。
・置場の新規・変更などについて現地確認し
  て、可能な状況であるなら翌日より回収と
  なる。

・ごみ排出ルールの遵守化
・ごみ収集における迅速な対
応

・迅速で適切な対応
・各戸における適正なごみ置場設置確認

実施 実施
緊急対応センターが現場で調査のうえ適切な対応を
行った。

迅速で適切な対応を行う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 管理係

平成9年10月より、週1回資源物を回収する
「資源の日」を設定し、古紙・古着・びん・
缶について他のごみの回収日と曜日を分け
る。平成12年7月より、「ペットボトル」と
「その他プラスチック製容器包装」の分別収
集を行なう「プラスチック容器資源の日」を
新たに設け、併せて可燃ごみ収集を週3回か
ら2回に変更した。

不燃ごみとして埋め立て処分
を行っていたため日の出町の
最終処分場に大きな負荷をか
けていたプラスチックのう
ち、ペットボトルとその他プ
ラスチック製容器包装類を分
別収集することで、ごみの発
生抑制と最終処分場の有効利
用を図る。

週2回「資源の日」を設定し、古紙・びん・
缶・古着・ペットボトル・その他プラス
チック製容器包装の分別収集を継続実施す
る。また、古紙において平成16年8月から実
施している「雑紙（ざつがみ）」収集のさ
らなる周知を図る。

実施 実施

「びん・缶・古紙・古着」と「ペットボトル・その
他プラスチック容器包装」の収集日をそれぞれ週1
回、可燃ごみと不燃ごみの収集日とは別の曜日に継
続収集できている。また、平成29年9月15日号市報２
頁に「資源化できる雑紙（ざつがみ）とできない
紙」の記事を掲載して周知した。

枝木・草葉の収集において、「燃やすごみ」
として出せる数を減らし、費用対効果を考え
た上で極力資源化に努める。また、土付きの
根や観葉植物の根、花、果実なども資源回収
対象物とすることも検討する。

② 減量企画係

ごみ便利帳、ごみニュース、市報、市ホーム
ページなどの広報媒体を活用し、情報提供並
びに市内イベントでの啓発活動により、プラ
スチック容器包装の分別の周知徹底を行う。

廃棄物の適正な処理及び資源
の有効な利用の確保のため

ごみ便利帳、ごみニュースの発行、市報に
記事を掲載、市ホームページにより、適正
な分別の啓発活動を行う。

実施 実施
ホームページや市報への情報掲載の他、啓発情報誌
「ごみニュース」を年2回全戸配布した。また、「ご
みアプリ」により分別の誘発を行った。

ごみ便利帳、ごみニュースの発行、市報に記
事を掲載、市ホームページにより、適正な分
別の啓発活動を行う。

平成30年度の予定

資源物の回収

適正な分別についての啓発

平成29年度の計画及び取組状況
No. 事業 所管課 事業概要 目的

平成30年度の予定

資源ごみの収集頻度の見直し検
討
（再掲：基本施策２（２）①と
同様）

不燃物の収集頻度の見直し検討
（再掲：基本施策２（２）①と
同様）

資源ごみの処理方法、処理施設
の調査研究・検討

苦情対応、ごみ置場申請対応等
を行う緊急対応業務等の委託化

（３）容器包装リサイクル法を踏まえた収集と分別の徹底

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

新処理施設の効率的な運営

他市等とのコスト比較の研究

（２）収集・運搬コストの効率化・環境負荷の低減



③ 減量企画係

廃棄物を製品の原材料として利用するマテリ
アルリサイクルに加えて、焼却処理をする際
に発生する熱エネルギーを回収・利用する
サーマルリサイクルの観点からも検討する。

サーマルリサイクルの可能性
を検討することによって、新
たなダイオキシンの発生を抑
制し、埋立処分となる廃棄物
の減量と、埋立処分場の延命
を行う。

サーマルリサイクルの可能性について、
トータル的な視点から検討を行う。

検討 検討
サーマルリサイクルの可能性については、法制度の
動向等の情報収集により検討を行った。

ライフサイクルコストの視点を取り入れ、
トータルとして環境負荷低減を目指すため、
サーマルリサイクルの可能性について、トー
タル的な視点から検討を行う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
クリーンセ
ンター

不燃・粗大ごみから廃小型家電製品をピック
アップし、その後のモーター、基板類などに
分別解体作業を行う。分別された回収品は専
門工場で希少金属などの資源を回収する。

不燃・粗大ごみから希少金属
などの資源回収を図る。

新クリーンセンターが稼働を開始したが、
ピックアップを行う作業スペースが確保で
きないため、新管理棟が完成するまでピッ
クアップ回収は休止する。

休止 休止 ピックアップ回収休止中。
新管理棟完成の平成31年６月まで休止。有害
ごみの中の携帯電池等は分別する。

② 減量企画係

小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器
等の再資源化の促進に関する法律）に基づ
き、市のイベントなどにおいて小型家電を回
収し、再資源化を促す。

小型家電リサイクル法（使用
済小型電子機器等の再資源化
の促進に関する法律）に基づ
き、デジタルカメラやゲーム
機等の使用済小型電子機器等
の再資源化を促進する。

イベントなどにおいて小型家電を回収し、
再資源化を促す。

実施 実施

環境フェスタにおいて使用済み小型家電製品リサイ
クルイベント回収実証実験を実施。

イベントなどにおいて小型家電を回収し、再
資源化を促す

③ 減量企画係

小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器
等の再資源化の促進に関する法律）に基づ
き、拠点回収による小型家電の回収について
検討する。

小型家電リサイクル法（使用
済小型電子機器等の再資源化
の促進に関する法律）に基づ
き、デジタルカメラやゲーム
機等の使用済小型電子機器等
の再資源化を促進する。

小型家電を対象とする拠点回収の実施につ
いて検討する。

検討 実施

東京オリンピックに向け、「みんなのメダルプロ
ジェクト」に参加し、市役所本庁舎では総合受付と
企画調整課オリンピック準備担当窓口、クリーンセ
ンターではごみ総合対策課窓口にて、小型家電の回
収を行った。

「みんなのメダルプロジェクト」については
継続。ピックアップ回収や都市鉱山事業につ
いては、H31年度の新クリーンセンター事務棟
完成後検討を再開する。

④ 減量企画係

小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器
等の再資源化の促進に関する法律）に基づ
き、自治体が小型家電を回収し、国の認定を
受けた事業者等による再資源化を促す。

小型家電リサイクル法（使用
済小型電子機器等の再資源化
の促進に関する法律）に基づ
き、デジタルカメラやゲーム
機等の使用済小型電子機器等
の再資源化を促進する。

小型家電リサイクル法に基づく、小型家電
の行政収集手法を検討する。

検討 実施

東京オリンピックに向け、「みんなのメダルプロ
ジェクト」に参加し、市役所本庁舎では総合受付と
企画調整課オリンピック準備担当窓口、クリーンセ
ンターではごみ総合対策課窓口にて、小型家電の回
収を行った。

「みんなのメダルプロジェクト」については
継続。ピックアップ回収や都市鉱山事業につ
いては、H31年度の新クリーンセンター事務棟
完成後検討を再開する。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

①

活動支援係
/剪定枝：
管理係（運
搬：活動支
援係）

市民団体クリーンむさしのを推進する会を通
じた生ごみたい肥化の取組の推進を行う。立
入検査等を通じて事業者へは生ごみ資源化の
推進を求めている。家庭の剪定枝葉は特別回
収を行い、資源化を実施する。

市民・事業者の生ごみ等・剪
定枝葉の減量資源化によりク
リーンセンターへの搬入量を
減らし、資源化を図る。

市民には生ごみたい肥化の啓発と環境講座
の実施。多量排出事業者へは立ち入り検査
や聞き取り調査を通して資源化の推進を進
める。家庭の剪定枝葉は引き続き特別回収
による資源化を実施。

・環境講座
　の実施
・剪定枝葉
　回収228
　トン

・環境講座
　の実施
・立入検査
　時の資源
　化推進
・剪定枝葉
　回収217
　トン

生ごみの堆肥化の啓発と6回連続の環境講座を実施し
た（受講者数16名）。
また、多量排出事業者へは立ち入り検査や聞き取り
調査を通して資源化の推進を進めた。
家庭の剪定枝葉は引き続き特別回収による資源化を
実施した。

市民には生ごみたい肥化の啓発とクリーンむ
さしのとの協働事業である環境講座の実施。
多量排出事業者へは立ち入り検査や聞き取り
調査を通して資源化の推進を進める。家庭の
剪定枝葉は引き続き特別回収による資源化を
実施。

② 減量企画係
生ごみの資源化・減量についての情報提供・
啓発を行うとともに、様々な手法についての
研究を継続する。

生ごみの減量・資源化の推進
生ごみの資源化・減量についての情報提
供・啓発を行うとともに、様々な手法につ
いての研究を継続する。

啓発の実施 啓発の実施

現在市で実施している食品ロスを削減するための取
り組みの中で、イベント等で啓発パネル等を利用し
ながら、生ごみをたい肥化することによってごみ減
量へと繋がるということを周知し、生ごみの資源化
を勧めた。

生ごみの資源化・減量についての情報提供・
啓発を行うとともに、様々な手法についての
研究を継続する。

③ 減量指導係
事業系持込ごみの食品残渣分について、多量
排出事業者の立入検査等を通じて減量資源化
の指導啓発を行う。

持込ごみの４～５割を占める
生ごみの減量資源化を推進す
る。

立入検査等に於いて、生ごみ資源化未実施
の事業者に対して指導啓発を行う。

事業系持込
量H25年度
比6.8%削減

事業系持込
量H25年度
比16.5%削
減

立入検査等に於いて、生ごみ資源化未実施の事業者
に対して指導啓発を行い、一部の生ごみ資源化未実
施の多量排出事業者が生ごみ資源化を実施した。

立入検査等に於いて、生ごみ資源化未実施の
事業者に対して指導啓発を行う。

各主体に対して生ごみ等の減
量・資源化の自主的な取り組み
の啓発・推進

（生ごみ等の減量・資源化につ
いて）各主体の自主的な取り組
みを推進するための支援や仕組
みについての研究

事業者に対する生ごみ減量資源
化指導の拡充

（５）生ごみ・剪定枝・落ち葉等資源化処理の取り扱い

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

平成29年度の計画及び取組状況
平成30年度の予定

ピックアップ回収の継続（都市
鉱山事業）

イベント回収の実施

拠点回収の実施の検討

小型家電の行政収集手法の検討
（採算事業としての民間事業を

含めた）

トータルな環境負荷の低減とい
う見地からサーマルリサイクル
の可能性などについて検討

（４）小型家電リサイクルの検討

No. 事業 所管課 事業概要 目的



④ 活動支援係
生ごみたい肥化等家庭で可能な取り組みの紹
介等をわかりやすく行う環境教育を実施す
る。

取り組みの紹介等をわかりや
すく行う環境教育により、ご
みの減量と資源循環の意識づ
けを図る。

生ごみたい肥化の啓発と３Ｒ連続環境講座
の実施。

実施
6回連続の
環境講座を
実施

生ごみの堆肥化の啓発と６回連続の環境講座を実施
（受講者数16名）

生ごみたい肥化の啓発と３Ｒ連続環境講座を
市民協働方式により実施。

⑤ 減量企画係
生ごみの様々な資源化方法について、他自治
体との広域連携による協働的処理方法の将来
的な可能性について研究する。

生ごみの資源化施設建設等、
一市単独での事業化が不可能
な分野について他自治体との
広域連携の可能性を探る。

広域連携による生ごみ資源化の可能性につ
いて、他自治体の情報を収集しながら研究
を行っていく。

研究 研究
広域連携による生ごみ資源化の可能性について研究
を行うも、現状では近隣市との広域連携による生ご
み資源化方法は見当たらなかった。

広域連携による生ごみ資源化の可能性につい
て、他自治体の情報を収集しながら研究を
行っていく。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 活動支援係

おおむね住民20世帯以上による資源物の集団
回収を支援するため、住民団体に回収量1キ
ロにつき10円、業者1キロにつき2円の補助金
を交付している。補助金額を含めた制度の見
直しを行う。

集合住宅型と地域活動型団体
との活動スタイルの違いによ
る補助金金額の適正化を含め
て、今後の集団回収の課題を
整理し改善する。

集合住宅型団体と地域活動型団体の活動内
容を比較し、活動の課題相違点などを洗い
出す。その課題の改善点の検討を行う。

検討 検討

「ごみ収集の在り方等検討委員会」からの報告書の
中で、集団回収事業については、行政収集の代替の
収集方法として位置づけられていることから、そこ
での議論を踏まえた上での検討を行っている。

「ごみ収集の在り方等検討委員会」での議論
を踏まえ、今後の集団回収事業の意義とコス
トについての考え方を整理すべく、在り方等
について検討する。

② 活動支援係

おおむね住民20世帯以上による資源物の集団
回収を支援するため、住民団体に事務費と補
助金を交付し、これらをもとに各団体は地域
活動を行う。

市民自身による資源物の集団
回収による資源化を推進し、
あわせて地域コミュニティの
活性化を図る。

・集団回収事業を継続する。
・古新聞の回収量の減少はあるものの、前
  年度並みの回収量を目指す。

3,051トン 2,906トン

従前通り、集団回収事業は行われたが、回収量は、
目標値には到達しなかった。
回収団体 191団体、 20,133世帯（28年度190団体、
20,673世帯）古紙類での回収量が減少し、全体では
前年度より約５％減少した。

引き続き、資源物の回収量を維持していく。
また、「ごみの収集の在り方等検討委員会」
での議論を踏まえ、事業の意義やあり方につ
いても検討していく。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 管理係

平成3年6月より、事業者・コミセン等の協力
を得て拠点回収方式での回収を始めた。コミ
セン・市役所・市政センターに回収ボックス
を設置し、毎週火曜日か木曜日に（量が多い
場所は両日とも）回収を行う。

牛乳パックに代表される紙
パックは良質な紙資源であ
り、これを回収・資源化する
ことはごみ減量に資する。

・牛乳パックの拠点回収を行う。
・アルミ箔が内側に貼ってある紙パック
  も、回収可能であることを広く周知す
　る。

実施 実施

・平成29年度の委託業者による紙パック拠点回収は
23,550kg（アルミなし）、2,050kg（アルミ付き）。
【平成28年度参考】23,960kg（アルミなし）、
1,960kg（アルミ付き）。
・回収ボックスには「アルミ付き紙パックも回収
可」のシールステッカーを貼り付け周知している。

紙パックの拠点回収を継続する。

②
管理係

環境政策課

平成3年9月より、事業者・コミセン等の協力
を得て拠点回収方式での回収を始めた。2ヶ
月に1回（偶数月）、コミセン4ヶ所、市役所
駐車場の計5ヶ所にポリタンクを用意し、11
時～15時の時間限定で回収を行う。受付補助
員として各箇所に2名を配置する。

車やバスのバイオディーゼル
燃料（BDF）や石けん等に再生
することにより、資源の有効
活用を図る。

昨年度までは偶数月の第4水曜日（8月のみ
土曜日午前中）に実施していたが、受付補
助員の休憩場所確保を理由に、実施日を第3
水曜日（8月のみ第4土曜日午前中）に変更
する。

実施 実施

平成29年度の回収量は1,062ℓ、持参者数は延べ422
人。【平成28年度参考】回収量は1,187ℓ、持参者数
は延べ506人。
環境政策課においても都市油田事業の一環として回
収を行った。

実施日、実施回数を再度検討する。
環境政策課においても引き続き実施する。

③ 管理係

回収期間は1月中旬～2月初旬で、市内郵便
局、コミセン、市役所、市政センターの計
37ヶ所に、密閉型の回収ボックスを設置し、
不要なはがきを投函してもらう。指定した収
集日に委託業者が各施設を巡回し、回収ボッ
クスごと収集する。製紙工場に直送し、資源
化する。平成9年度から始まり、毎年一定の
回収量がある。

年賀はがきに代表されるはが
きは良質な紙資源であり、こ
れを回収・資源化することは
ごみ減量に資する。また、当
事業への参加を通して市民の
意識の向上、啓発を図る。

事業の継続性・費用対効果・市民への啓発
効果を踏まえ、例年と同時期に同内容で実
施する。

実施 実施

平成30年１月14日(日)～２月１日(木)、回収量は
1,510kg（約604,000枚/1kg400枚で換算）。【平成28
年度参考】回収量は1,570kg（約628,000枚/1kg400枚
で換算）。また、郵便局自主回収依頼も昨年に引き
続き文書と口頭で行った。

郵便局自主回収実施に向けて提案交渉を継続
する。

④ 管理係

自主回収の拡充について、事業者への働きか
け、提案を強化する。（年賀状回収事業につ
いては、本来郵便局が回収するべきである。
このことを踏まえ、市民の資源化への意識を
維持しつつ、回収事業を市ではなく郵便局が
行えないかを、ごみ減量協議会においてここ
数年議論されている。）

自主回収の拡充による、行政
収集量の削減。

大規模事業者への立入検査時等を利用し
た、事業者への働きかけ提案を行う。

実施 検討
事業者の自主的な回収の促進については、「ごみ収
集の在り方等検討委員会」での論議等も踏まえなが
ら、制度設計について検討を行った。

「ごみ収集の在り方等検討委員会」での論議
等も踏まえた制度設計等により、事業者への
働きかけや提案を行う。

平成30年度の予定

牛乳パックの回収

家庭から出た廃食用油の回収

年賀はがきの回収

拠点回収のあり方についての検
討（拡大生産者責任の下、事業
者の自主的な回収の促進）

平成30年度の予定

集団回収事業の意義の明確化と
コストについての考え方の整理
（集合住宅の管理組合等と地域
型活動団体の活動内容を比較し
た補助金の見直しの検討。）

集団回収事業の継続

（７）拠点回収のあり方の検討

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

生ごみ堆肥化等家庭で可能な取
り組みの紹介等をわかりやすく
行う環境教育の充実

将来的な広域連携による生ごみ
資源化の研究

（６）集団回収のあり方の検討



施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
クリーンセ
ンター

平成26年５月に建設工事に本格的に着手し、
平成28年10月に工場棟が完成した。同年11月
より稼働を目指し、建設工事中。平成28年10
月試運転予定。

安全かつ安定的なごみ処理の
継続

平成29年４月に新処理施設を稼働する。 建設終了 建設終了 平成29年４月より新処理施設が稼働した。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
クリーンセ
ンター

新施設稼働後のエネルギー供給手法につい
て、供給先施設の需要を把握するとともに、
需要と供給バランスのとれた合理的な供給手
法について構築する。

新施設稼働後に地域一体と
なった省エネルギー、ＣＯ2排
出量削減、エネルギー安定供
給を図る。

エネルギー供給手法の構築をする。 検討 検討 有効かつ効率的なエネルギー供給手法を検討した。 引き続きエネルギー供給手法を検討する。

②
クリーンセ
ンター

新施設稼働に合わせ、エネルギー管理計画に
基づき、エネルギーの有効かつ効率的利用を
図るため、関係する部署で構成する組織を設
置する。

地域一体となったエネルギー
の有効かつ効率的な利用を図
る。

平成29年度に設置した廃熱エネルギー活用
連絡協議会で、エネルギーの効率的利用を
検討する。

実施 実施
廃熱エネルギー活用連絡協議会でエネルギーの効率
的利用の検討を行った。

引き続き、廃熱エネルギー連絡協議会を開催
し、エネルギーの有効かつ効率的な利用を図
る。

③
クリーンセ
ンター

施設の業務責任者として、市職員で「技術管
理者」を配置する。運営事業者で行うモニタ
リングを実施し、適正な施設運営の確認を行
う。

業務責任者（技術管理者）を
配置し、業務責任者の管理の
もとに、適正な施設運営を維
持継続する。またセルフモニ
タリング結果など適正な施設
運営を確認していく。

新施設稼働に合わせ、業務責任者を配置
し、運営事業者によるセルフモニタリング
を実施する。

一部実施 実施
業務責任者を配置した。運営事業者によるセルフモ
ニタリングの実施状況を確認した。

セルフモニタリングの実施・確認。

④
クリーンセ
ンター

施設の運営管理が要求水準書等に明記された
事項を適正に履行されているかを、市で行う
モニタリングなどにより確認し、事業者を適
正に指導・監督する。

市の指導・監督により、適正
な施設運営を維持継続し、安
全かつ安定的なごみ処理事業
の継続を図る。

モニタリング会議を行う。 実施 実施 年４回、モニタリング会議を行った。 モニタリングの実施。

⑤
クリーンセ
ンター

 運営協議会は、クリーンセンター周辺町会
などの選出委員及び市委員の計11人で構成さ
れている。会議は定期的に年６回の行い、必
要に応じ臨時会を実施する。

クリーンセンターの運営等に
関する諸問題を協議し、地域
住民と市の相互理解を深め
る。

年６回、定期的に運営協議会を実施する。 実施 実施
平成29年度は、会議を６回開催し、広報誌３回発行
と委員研修などを実施した。今後も運営協議会と連
携した施設運営を継続する。

例年同様に実施する。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 環境政策課

現クリーンセンターの事務所棟及びプラット
ホームを再利用し、全市民的な環境拠点とし
て、資源、エネルギー、廃棄物、緑、水循
環、生活環境等、広範な環境啓発を行う（仮
称）エコプラザの開設を目指す。

市民一人ひとりや事業者等の
自発的で主体的な行動の促
進。

新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・
周辺整備協議会の提言等を踏まえながら、
機能やコスト、運営形態等施設のあり方に
ついて、具体的な検討を進めていく。

検討 検討

平成29年２月に設置したエコプラザ（仮称）検討市
民会議にて、検討に必要な情報共有を行い、コンセ
プトや機能など施設のあり方について議論した。
また、施設整備の周知を図るため、環境フェスタや
エコマルシェにブースを出展したほか、施設整備の
背景にある地球温暖化についての講演会を実施し
た。

広く市民の意見を聴きながら、引き続き全市
的な議論を進めていく。

平成30年度の予定

平成32年度、環境啓発施設の設
置

エネルギー供給センターとして
の新施設の建設にあたっての合
理的なエネルギー供給手法の構
築

エネルギー管理計画に基づく組
織設置とエネルギーの効率的利
用

市による業務責任者の配置によ
る管理、及び、運営事業者によ
るセルフモニタリングの実施

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

市による運営事業者に対する運
営管理の要求水準書等に基づく
指導・監督

施設の運営管理について、市か
ら運営協議会に報告

（３）環境啓発施設の整備

平成29年4月からの稼働に向け
た、新処理施設の建設

（２）安全・安心な施設づくりとエネルギー供給システムの構築

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

（１）新処理施設の稼働

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

基本施策 ５．今後求められるごみ処理施設等



施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
クリーンセ
ンター

多摩地域におけるごみ処理施設に予測できな
い緊急事態等が発生した場合、多摩地域のご
み処理施設でごみ処理の相互支援を行う。

多摩地域におけるごみ処理施
設に緊急事態等により、施設
の稼働に支障が生じた場合、
多摩地域ごみ処理の広域支援
により、適正処理を図る。

平成６年に協定を締結し、支援体制が整備
されており、それを維持する。

体制の維持 体制の維持 ごみ処理広域支援体制を維持している。 体制を維持する。

②
クリーンセ
ンター

定期整備や緊急事態等に備え、ふじみ衛生組
合（可燃）及び小金井市（不燃）とごみ処理
相互支援を実施する。

定期点検等により、ごみ処理
に支障をきたさないように、
相互協力により円滑なごみ処
理を継続する。

施設に支障をきたさないことを前提に可燃
ごみの相互支援を実施する。

実施 実施

平成29年度は、焼却施設の定期整備時にふじみ衛生
組合と概ね600ｔの相互処理を5,6,10,12月に実施し
た。また不燃ごみの相互処理支援については、緊急
事態に備え小金井市と搬入方法等の確認を５月に
行った。今後もごみ処理相互支援については継続し
ていく。

継続する。

③

ごみ総合対
策課/
クリーンセ
ンター

ごみ処理の相互協力、分別区分・資源化方法
の統一、将来的なごみ処理の広域化について
の近隣市との連携の可能性の検討。

近隣市との分別区分の統一な
どにより、ごみ処理の広域連
携につなげ、一層の合理的で
効率的なごみ処理を実現する
とともに、将来的なごみ処理
の広域化の可能性を追求す
る。

近隣市のごみ処理方法等について研究し、
広域化を模索する。

研究 研究
近隣市のごみ処理方法及び分別区分等の研究を行っ
た。

近隣市のごみ処理方法等の研究をしていく。

④
クリーンセ
ンター

新処理施設稼働後、法律改正や収集形態の変
化、ごみ処理の技術向上などの情報収集を行
い、将来のごみ処理施設のあり方を研究す
る。

ごみ処理施設のあり方を研究
し、よりよいごみ処理施設を
目指していく。

新処理施設を稼働する。 実施 実施 新処理施設を稼働した。 ごみ処理施設のあり方を研究する。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
クリーンセ
ンター

バイオマス系の焼却処理による熱回収（ごみ
発電）により発生する電力を、再生可能エネ
ルギー固定買取制度等の活用を検討する。

再生可能エネルギー固定買取
制度等により、長期的に安定
価格の売電をし、歳入の増を
図る。

再生可能エネルギー固定買取制度等の活用
のため、事業者との契約手続きをすすめ
る。

実施 実施
再生可能エネルギー固定買取制度の活用を開始し
た。

引き続き、再生可能エネルギー固定買取制度
等を活用する。

②
クリーンセ
ンター

同左
効率的で環境負荷の少ない処
理形態の調査・検討により、
コスト削減の可能性を探る。

処理形態等の調査・検討を行う。 調査・検討 検討 処理形態等の検討を実施した。 処理形態等の調査・検討を行う。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
クリーンセ
ンター

不燃・粗大ごみ処理後の選別残さの焼却やエ
コセメント化により、不燃残さの埋立処分を
ゼロとする。

埋立処分ゼロを継続し、最終
処分場の延命を図る。

継続する。
埋立処分量
ゼロ

埋立処分量
ゼロ

不燃・粗大ごみ処理後の選別残さを適正に処理し、
不燃残さの埋立処分はゼロを維持した。また、焼却
残さについても全量エコセメント化されており、本
市のごみの埋立処分はゼロである。

継続する。

②
クリーンセ
ンター

現施設の埋立処分量ゼロを継続し、新施設に
おいても埋立処分量ゼロを継続可能な処理シ
ステムを採用した。

最終処分場の有効利用を図る
ため、埋立処分量ゼロを継続
可能な処理システムを採用す
る。

新施設で埋立処分量ゼロを継続する。
埋立処分量
ゼロ

埋立処分量
ゼロ

埋立処分量ゼロを達成した。
埋立処分量ゼロを継続する。次期中間処理シ
ステムの研究を行う。

埋立処分量ゼロの維持

エコセメント事業を含め、埋立
処分量ゼロを念頭とした次期中
間処理システムの検討

（１）埋立処分量ゼロの維持・最終処分場の有効利用

施設の長期的整備、突発的な故
障などに対応するための、多摩
地域ごみ処理広域支援体制の維
持

施設の定期整備や緊急事態等に
対応するため、近隣市とごみ処
理の相互協力

ごみ処理の相互協力、分別区
分・資源化方法の統一、将来的
なごみ処理の広域化についての
近隣市との連携の可能性の検討

新処理施設稼働後のごみ処理施
設のあり方の研究

（５）その他の検討事項

（４）広域連携の検討

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

平成29年度の計画及び取組状況
平成30年度の予定

バイオマス系に由来する電力と
しての再生可能エネルギー固定
買い取り制度等の活用に向けた
検討

資源の選別・圧縮梱包・保管に
ついて、効率的で環境負荷の少
ない処理形態の調査・検討

基本施策 ６．最終処分

No. 事業 所管課 事業概要 目的

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定



③ 管理係

平成11年度より開始し、武蔵野クリーンセン
ター見学と(財)武蔵野文化事業団主催のオペ
ラや歌劇鑑賞に、毎年40名程度招待してい
る。これは処分場やエコセメント施設を管理
運営している東京たま広域資源循環組合の補
助事業（補助金50万円）にもなっている。ま
た、平成24年度からは「ごみのゆくえを知る
ツアー」として、処分場と日の出町の三ツ沢
つるつる温泉の訪問も行っている。

廃棄物を排出する側である多
摩地域25市1町と、最終処分場
を受け入れ廃棄物を搬入され
る側である日の出町民との、
相互の理解と信頼をより一層
深めることによって、円滑な
一般廃棄物広域処分事業を推
進する。

(財)武蔵野文化事業団主催のオペラや歌劇
鑑賞がここ数年続き、参加者もリピーター
が増えている。平成27年度以降は新規参加
の多くの町民とも交流を深めたいため、鑑
賞演目を新ジャンルのものにする。また、
「ごみのゆくえを知るツアー」は平成27年
度も10月8日に同内容で実施を予定してい
る。

実施 実施
・平成29年11月６日(月)「武蔵野クリーンセンター
見学と歌劇鑑賞」に日の出町民34名（内４名はリ
ピーター）を招待。

毎年新しい参加者の町民を武蔵野市へ招待す
るためにも、鑑賞演目に変化を付けたい。ま
た、「ごみのゆくえを知るツアー」について
は啓発事業の見直しにおいて検討の結果、平
成28年度で終了とした。

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 減量企画係
多摩地域から排出されたごみの焼却残さを主
原料として製造されたエコセメントを、市の
建築や道路整備等の資材として再利用する。

エコセメントを率先的に使用
することで、最終処分場の延
命に寄与する。

工事において、可能な限りエコセメントを
使用するよう庁内の関係各課へ働きかけ
る。

実施 実施

下水道課、道路課、みどりのまち推進課等公共工事
を発注する部署においては、工事の仕様書に特記事
項としてエコセメントの使用を謳っている。引き続
き庁内関係各課への働きかけを行った。

工事において、可能な限りエコセメントを使
用するよう庁内の関係各課へ働きかける。

基本施策

施策

計画 目標値 結果 取組状況

①
管理係/減
量企画係

武蔵野市地域防災計画との整合を図りなが
ら、災害時廃棄物・がれき処理等のマニュア
ル整備を行う。

震災等大規模災害発災時にお
ける廃棄物処理および、大量
に発生すると予想される災害
がれきの処理手順をあらかじ
め決めておく。

クリーンセンターと連携しながらマニュア
ルを作成する。

マニュアル
の作成

一部実施
災害時廃棄物・がれき処理等のマニュアルを作成す
るにあたり、その基本となる取組方針や考え方など
を検討・整理した。

行動計画・処理の作業手順等を示すマニュア
ル作成に向け関係部署との検討に入る。

基本施策

施策

計画 目標値 結果 取組状況

① 管理係

機会をとらえて、水洗化の働きかけを行う。
一般家庭4世帯分(9人）、収集回数を月2回と
して、許可業者に委託して湖南衛生組合のし
尿処理場まで直送している。(2回/月、2000
円)×12カ月

水洗化を推進する。
未接続家庭は、持家2世帯、賃貸家屋2世帯
である。機会をとらえて、直結するよう働
きかけをしていく。

働きかけの
実施

働きかけの
実施

下水道へ直結するよう働きかけているが、諸事情に
より対応が難しい。

機会をとらえて直結するように働きかける。

② 管理係

工事現場、イベント現場の仮設の収集(市内)
は、申請にもとづき（月・木/回収）対応し
ている。回収後はし尿処理場に直送してい
る。（１便槽10,000円）なお、許可業者は本
市は1社のみである。

適切な処理を行う。 適切な処理を行う 適正な処理 適正な処理
建設業者・工事現場の申請依頼により、収集運搬を
適正に行った。（28年度411件、29年度483件）

下水道直接放流の型で工事申請受付もありう
る。

③ 管理係

①災害時は東京都とし尿搬入処理をするた
め、覚書を結んでいる。そのため処理場とし
ては、北多摩一号水再生センターと湖南衛生
組合の2か所になる。
②災害時仮設トイレ計画基数は317基予定さ
れている。し尿搬出は発災後7日目から搬出
予定。

迅速な処理を行う。

東京都下水道局とタイアップして模擬訓練
を毎年実施して、災害時に対応ができるよ
う行っている。本市は北多摩一号水再生セ
ンター予定。

模擬訓練の
実施

模擬訓練の
実施（不参
加）

年度計画訓練どおり東京都下水道局とタイアップし
て、北多摩一号水再生センターにおいて災害時を想
定した訓練を実施している。29年度は9月22日に参加
した。

随時、訓練等を東京都と連携して行ってい
く。

未接続家庭に対する水洗化の働
きかけ

仮設トイレのし尿の収集・運
搬・処理についての適正な体制
の維持

災害時し尿処理の検討

平成30年度の予定

災害時廃棄物・がれき処理等の
マニュアル整備

８．適正な生活排水処理

（１）適正な生活排水処理

「三多摩は一つなり交流事業」
（最終処分場のある日の出町民
と武蔵野市民の相互理解を図る
ための様々な交流事業）の実施

（２）エコセメント事業への支援

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定

エコセメントの率先使用

７．災害時の対応

（１）災害時の体制整備

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

No. 事業 所管課 事業概要 目的
平成29年度の計画及び取組状況

平成30年度の予定


